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1. 問題意識 

日本では 1990年代からデジタルアーカイブ（以

下 DA）の普及が始まり、現在では様々な研究機関

において DA 化が進んでいる。DA とは、知的財産

を音声、画像、映像などのデジタルデータにして

長期保存を図る取り組みである。DAの普及により

記憶容量が爆発的に増え、半永久的な保存が可能

になった。また、市民側も SNSの普及により自分

の情報を発信する姿勢が定着している。しかし、

日本の公共図書館では、DAが普及したものの、こ

れらの資料を公式 Webサイトから市民が自由に閲

覧できる、いわゆる DA のオープンデータ化の段

階で足踏み状態が続いている。現在の DA は、書

籍、写真、地図、絵画が多くを占めているが、地

域に根差した暮らしを描く、ヒューマンヒストリ

ーといわれるものはほとんど存在しない（2 章参

照）。 

 

2. 現状分析 

2.1 京都府の現状 

デジタルコンテンツのオープン化については、

先進的事例として「歴彩館」がある。京都府立京

都学・歴彩館（旧：京都府立総合資料館）は、原

作者のクレジット（氏名、作品タイトルなど）を

表示することを主な条件とし、改変はもちろん、

営利目的での二次利用も許可される最も自由度の

高い CCライセンス（CC BY）を使用している。こ

のライセンスは、作品の作者が、一定の条件を守

ることを前提にして、作品の自由な使用が認めら

れるものである。 

2.2 大阪市立中央図書館 澤谷晃子さんへのヒ

アリング調査 

この調査を通じて明らかになった課題として、

個人資料を集めることへのハードルの高さが挙げ

られる。約 3 万件のデータにアクセスできる「大

阪市立図書館デジタルアーカイブ」に「個人史」

と検索をかけると、ヒット数は 0件で検索条件に

該当するデータは存在しなかった。背景として、

ヒューマンヒストリーの価値を測ることは困難で

あり、ヒューマンヒストリーの作成者に著作権が

帰属するため、ヒューマンヒストリーの収集基準

が難しく、結果、DA が進んでいない現状がある。  

2.3 ヒューマンヒストリーの重要性 

ヒューマンヒストリーとは、自らの人生を資料

の形で記録することである。 

社会学者、マックス・ウェーバーは、「社会は個

人の性質、選択、選好などの集積である」と考え

た。また、ヒューマンヒストリーに関する社会学

的研究の有名な事例として、宮本常一『忘れられ

た日本人』に収録の「土佐源氏」がある。話の語

り部は路上生活をしている視覚障害者であり、人

生と性の遍歴を語っている。これは、当時の普遍

的な人間の営みや感情を反映した貴重な資料とな

っており、ヒューマンヒストリーを通じて初めて

見える文化や社会の姿があることを示す。行政視

点では、市民の感じる地域の課題を認知しやすく

なる役割も期待できる。 

 

3. 政策提言 

以上の現状分析を踏まえ、私たちは市民の些細

な日常「ヒューマンヒストリー」を貴重なデータ

として保存する市民参加型「デジタルアーカイブ」

の構築を提案する。そして、これを「ヒューマン

デジストリー」と名付ける。 

3.1 目的 

市民の参画による地域文化情報の充実、いつで

もどこでも誰でも自由に情報にアクセスできる社

会の基盤構築にある 

3.2 政策概要 

行政が、公共施設によるヒューマンヒストリー

でない DA の NFT 化とヒューマンヒストリーの DA

化を並行して行う。 

［公共施設によるヒューマンヒストリーでない

DAの NFT化］ 

ヒューマンヒストリーを含まない DA の NFT 化

を行い、NFTマーケットで販売し、DA事業にかか

るランニングコストを回収する。従来、デジタル

データは絵画や宝石と違い所有者を証明したり偽

造を防いだりすることが困難であるため、固有価

値を持たせることが難しかった。NFT（Non-

Fungible Token）とは非代替性トークンのことを

指し、データの改ざんや複製を困難にするブロッ

クチェーン技術によって、著作権や所有権を証明

でき、唯一無二のデジタルデータであることを示

す。つまり、たとえデジタル上で見たり、飾った



 

りすることを他の人とシェアしても、NFT 上のデ

ジタルコンテンツのオーナーは NFT所有者のみで、

そこに価値があると考えられている。そして、NFT

の所有権は転売できるので、NFT マーケットの動

きに応じて買った時よりも高く売ることにより、

大きな利益が得られる可能性もある。また、NFTに

DAを出品する際、取引に関わる手数料のみが発生

するので、低コストである。 

具体的には、京都府立京都学・歴彩館デジタル

アーカイブ（公開）の 1,199,955 件の DA の内 CC 

BY に分類される DA を NFT 化し行政に利益が入る

ようにする。（図 1①）まず行政は CC BY に分類さ

れる DAを NFTマーケットに出品する。 

その際、NFT の所持者が誰であるかに関わらず

著作物を DA として行政が公開し続ける前提条件

を付与する。これにより、購入者が NFT 購入後に

既存の DA の公開を取り消すといった、公開範囲

が制限されるような事態は起こりえない。そして、

その前提条件に基づき、所持者は NFTを利用する

ことができる。（②）次に、NFTを売買。（③）NFT

が購入されることで行政は利益を得る。 

そして、NFTは購入者が転売することによって、

NFT 発行者がロイヤリティを受け取ることができ

るシステムになっている。（④）これを活用し、1

次購入者が 2 次販売をすると、1 次購入者だけで

なく行政にも利益が生まれる。このように NFT を

活用して、行政は DA に要するコストを回収する

ことが可能となる。 

 
図 1 NFT 化による収益の発生 

［ヒューマンヒストリーの DA化］ 

市民のヒューマンヒストリーを集めるため、市

のホームページ上に一定の規約を制定した「ヒュ

ーマンデジストリー」の専用ページを掲載する。

この Webサイトに、市民が自らの経験を写真や文

章の形式で入力して、関連キーワードを選び、自

由に投稿する。投稿されたヒューマンヒストリー

は自動的に DA化される。Webサイト内にはフリー

ワード検索を設置し、市民が興味を持った内容を

容易に検索できるようにする。また、誹謗中傷や

個人情報漏洩等の内容が投稿されないよう、Web

サイトにはそれらを弾く AI を利用したフィルタ

ーをつける。 

本来、DA化されている文化資料は真正性が担保

される必要がある。一方、ヒューマンデジストリ

ーは、あえて信憑性のないことを前提とし、市民

に投稿の自由を与えるので、行政側の人的リソー

スやタイムコストの大幅な削減が可能になる。同

時に、ヒューマンデジストリー内でアクセス数の

多い投稿を厳選し、市政広報の「市民しんぶん」

に掲載することで、インターネットを見ない市民

にもヒューマンヒストリーを届けられ、市民の参

加インセンティブを高められる。 

3.3 期待される効果 

「ヒューマンデジストリー」により、これまで

専門家が把握しきれない貴重な情報や資料が発見

され、社会の捉え方に新たな視点が加わる可能性

がある。また、この Webサイトの存在が、今まで

光の当たりにくかった地域の抱える課題の詳細を、

第 3者が知るきっかけとなり、世の人々に課題を

身近に感じさせることができる。 

加えて、社会がデジタルデバイド等の障害を解

消すれば、ヒューマンデジストリーにさらに多く

の市民参画が期待できる。結果、市民が地域や社

会に対する誇りや責任感を感じるようになり、地

域のアイデンティティが確立され、文化継承の意

識が高まると考える。  

                     

4. 今後の展望 

 現在明確な規定のないデジタル物の著作権等

が、将来的に法整備されれば、ヒューマンヒスト

リーも NFTとして運用することが可能になると考

える。また現在発展している AI の音声解析技術

を DA に用いることで、録音や動画を DAとして残

すことができるため、伝統音楽や口承文化等の記

録が見込める。これらは DAのコンテンツの幅の

拡大、延いては DA の多様化に繋がると考える。 
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